
医療法人社団福寿会 金町駅前クリニック 

厚生労働大臣が定める掲示事項 

 

 

当院は、厚生労働大臣に定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 

 

（１）明細書発行状況に関する事項 

当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点 

から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で

発行しております。また公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方につ

いても、発行を希望される方については明細書を無料で発行しております。なお、

明細書の発行を希望されない方は会計窓口等にてその旨お申し出下さい。 

 

（２）地方厚生局長への届出事項に関する事項 

・医療 DX 推進体制整備加算 

・下肢創傷処置管理料 

・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

・一般名処方加算 

・医療情報取得加算 

・明細書発行体制等加算 

 

（３）ウェブサイト掲載事項について 

・医療 DX 推進体制整備加算  

当クリニックは医療 DX を推進し以下の取組みを行っています。 

ア）医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システ

ムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関

です。 

イ）マイナ保険証を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できる

よう取り組んでいる保険医療機関です。  

ウ）電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サービスなど医療ＤＸにかかる

取組を実施している保険医療機関です。 

 



・一般名処方加算  

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向け 

た取り組み等を実施しております。後発医薬品のある医薬品について、特定の医

薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方（※一般的な

名称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。一般名処方により特

定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しや

すくなります。 

 

※一般名処方とは 

   お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そう 

することで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患

者様に必要なお薬が提供しやすくなります。 

 

・医療情報取得加算 

   当院は以下の体制を整備しております。 

・オンライン請求を行っています。 

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。 

・受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して診療を 

行います。 

     

正確な情報を取得・活用するためマイナンバーカードによる 

オンライン資格確認等の利用にご協力をお願いいたします。 

 

診療区分 点数 

初診時 １点 

再診時 

（３月に１回） 
１点 

マイナンバーカード（マイナ保険証）の利用について 

 

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html


・明細細書発行体制等加算  

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点か

ら、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発

行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方につ

いても、明細書を無料で発行しております。尚、明細書には、使用された薬剤の

名称や行われた検査の名称が記載されます。明細書の発行を希望されない方は、

会計窓口にてその旨をお申し出ください。 

 

（４）保険外負担料金について  

   別紙の通り 

 

令和７年５月 31 日 


